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年 月 日

00市長 様

要請 重量
昌司 (案)

連合 00
会長 00ムム

連合ムム地協
畿長 OCiムム

日ごろ、地方自治の発展に尽力されている、貴職に敬意を表します。

さて、連合でl立働く労働者の雇用安定、賃金、労働条件の維持、生活の確保と公共サービスの向上代向けて、労働法遵守、履用保

障と公正労働基準の制度化、および社会的価値の実現に資する自治体条例を求めてし唆七

したがって、貴1践におきましては公正な，入札、雇用保障と労働条件の維持のため以下の措置をとることを要請します。

〈基本要求〉

l.馬思決定をはかゐた恥公社・慕灘間などの統廃合や競争入札などによ?委託事業者が変更にな，った場合でも、総合評価方式

闘用円、物制御レτ純労働者のr:，雇用榊Jや「優畑用Jの慨を関係団体、労組問で締結すること。さらに、公
然分.I~似め維持婚廃?をほかるた綴払 :巌周き継ぎとともに唱賃金、労働条伴、勤続年鉱労働協約、労働慣行の継続をはか
ること。

ゐ.事業者の入札参加にあたっては、労:働基準法、労働組合法、労働安全衛生法、パ}ト労働法、男女雇用機会均等法、育児介鑓

休業法、雇用保険法、社会保険法、就業規則整備等の法令遵守(コンブライアンスjを参加条件とすること必特にー過去1年間に

おける労働基準法等違反企業や不当労働行為企業を契約から排除すること。

3.人件費積算にあたっては、公定労働基準を磯立するため、 IL0'94号条約(公契約における労働条項)の趣旨を活かし。これまで

従事-していた職員賃金を原則とし、少おくとも同一地域の同様、な職種の平均賃金を下回らない積算をすること。また、週4:0時間、

完全週休二回、有給休暇の完全取得ができ石人員を確保した適正な価格とすること。労務提供型締負(業務委託)の入札・落札

においτも公五労働基準は基づ0(r最低制限価格制度Jr低入札価格調査制度Jを導入し、ダンヒシグを排除すること。
4.仕様帯や委託先企業との契約書において、労働基準法、労組法、労働安全衛生法、パ}ト労働法、男女雇用機会均等法、育児

介護休業法、雇用保険法、社会保険法、労働者派遣法等が遵守されるよう徹底をはかるため、こうした労働法(指針を含む)を

遵守する旨の公正労働条項を設けること。現行の委託契約書、仕様番を公開することが

また、一方的な仕様帯め変更など自治体の優越的地位を澄用しないこと。

5.公社・事業団¥祉協、民間委総企業など主とLて自治体の補助金、委託費などに依拠する事業所の労働者〈パ}ドを含む)に対

する最低賃金としでは、自治体職員の寓卒初任給水準を下回らないようにし、 -少なてとも、連合リビシグ・ウェイジ(生活賃金)の時

間給840内を下回らなし、ょう契約書、佑4誤審で定めるニと。

、Jeさを追求する競争入札から、公共サービスの質の向上や自治体政策実現に資する入札にむけ、公正労働、雇用継続、障害者

麗用、男女平等参爾、環境、人権等を総合評価する公契約基本条例を制定すること。

C一般要求〉

7.総合評価方式を活かし、.ダンピングを防ぐとともに、技術、経験よ公正労働基準、雇用引継ぎ、障害者雇用、男女平等参画など

ー が委託契約に反映されるようにすること。業務の継続牲をはかるために、随意契約についても活用することq

8，委託担当、委託先への出向、派遣職員jこ対して、労基法ょ労組法、労働安全衛生基準法、パ}ト労働法、男女雇用機会均等法、

育児介諮休暇法、混用保険法、社会保険法、労働者、総違法などの研修を実施し、遵守するよう指導すること。また。セクシヤノレ・

ノ、ラスメントを防止するための基本方針を鯛らかにし..~ 啓発活動や苦情処湿のための具体的実施計画と定めることu

9.委託企業従業員に対して、地主持公共サービスを向上し、業務遂行のための職員研修、安全研修、および人権研修を有給実施す

ること。労働安全・衛生のための研修についても有給で実施し、災害防止の対策を十分行うこと。

10.自治体設援の公社、事業団などにおける不払い桟撲をなくす予算措置を講じること。

11.介護保険による指定事業所に.おし句、労働基準法‘労働安全衛生法、パート労働法などの違反がないように、労働基準監督署、

労政事務所などと共同で、周知徹底、改善指導、違反摘発を行うことゆ

また、保険者として介議労働者が安心して働き続けられるよ環境整備を図ること。

12.委託企業従業員にも、自治体福利厚生制度が利用できるようにすること陥
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会合の最中に携帯電話が鳴った。事故発生翌臼にふじ

み野市が設置した事故調査委員会に、かけてきたのは市

営プールの管理を請け負った「太陽管財」の社長だった。

「もっと早く知らせるべきなのに申し訳ありませんJ。そう

切り出して間社が業務を丸投げしていたことを手丁ち明け J

た。

当事者たちが事故後に初めて知る事実はさらに相次ぐ。

吸水口付近で、霊機を使い救助作業を

する人たち=31日午後4時30分、ふじ

み野市の市営大井ブール

業務を下請けしていた「京明プランニングJのネ土長は、吸

水口のふたを六、七年前から針金で留めていたことを明らかにしたが、「四隅すべてとは知らな

かったJ。ふじみ野市は針金で留めていたことを「まったく知らなかった」と繰り返した。

マ疎かなチェック

市営プールの管理責任はふじみ野市にあるが、実際の業務は入札で落札した太陽管財が請

け負っていた。しかし太陽管財は京明フランニング!こ“丸投げ"し、京明は責任者の社員が太陽

管財を名乗り、アルバイトの監視員が実務を行っていた。

監視員十三人のうち、十一人が高校生。大半が吸水口の危険性を認識しておらず、ふたが針

金で、留められていたのを正確に知っていたのはミ見場責任者一人だけだった。

普段の安全管理意識が希薄でも定期的な安全点検がきちんとしていれば、事故は防げたか

もしれない。しかし、「排水口(吸水口)の二重防護策をJと文科省が通知したにもかかわらず、市

は改善していなかった。

また、監視員が講習を修了していることを確認しないまま、太陽管財と委託契約を結び、さら

に、水を抜いて行う開業前の点検を、職員はプールの水槽に下りず、に済ませていた。

「通知はふたと金具のどちらか一方を設置していればいいと解釈していたJr講習の未確認は

担当課から市教委に伝わっていなかったJr点検はきちんと仕事をしているかを確認することが

中心だ、った」。市は新しい事実が判明するたびに弁解に追われている。

マ針金も分からない

外れたふたは四本の針金で、固定されていたはず‘だが、三本の針金が依然見つかっていな

い。プール壁面に残っていた一本の針金もさびてちぎれたような形をしていた。
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現場責任者はプール開きの前!こ「四隅の針金をすべて取り替えた」と話している。しかし、取り

替えた針金が一カ月も満たずにさびるのかどうか、本当に凶カ所すべてが事故当時留められて

いたのか。疑問の余地は今、県警によって調べられているo

次々と明らかになる事実に、県内のあるフール担当者は「これは人災だJとつぶやいた。

(2006年8月8日掲載)

輔轟轟轟輔髄離麟難櫨鞠輯購購覇輯髄轍盤櫨輯轍欝盤離職

県内のある市の議会で数年前、市営プールの存続が議

題になった。施設が老朽化して修繕費が増える一方、厳し

い財政下で設備更新もままならない。利用客は頭打ちの

状態。壇上に立った市議は「運営そのものを見直すべきで

はないのか」と一般質問で尋ねた。

マしわ寄せは人件費に 女児が排水口に吸い込まれ行方不明

になった、市営ふじみ野市大井ブール
ふじみ野市の市営大井プールの管理業務は、太陽管財

=7月31臼、ふじみ野市で共同通信社
が一九九二年からほぼ毎年請け負ってきた。契約額はニ

ヘリから
0.0一年が千八百九十万円、 O二年が千七百五十万円、 J 

O三、 O四年は千三百五十万円、 0五、 0六年が千百万円と年々減っている。

請け負う期間はO一年が百一日間、 0六年が七十六日間で、約24%の短縮に対し、契約金

額はO一年と0六年で約41%の減額。下落幅はより大きい。しかも太陽管財は業務を京明プ

ランニングに丸投げしており、京明はさらに少ない額で請け負っていたとみられている。

削減分のしわ寄せは人件費に向かう。京明がアルバイトで雇った監視員十三人は、十一人が

高校生で、日給は五千六百円だったとし句。

マプール事業は赤字

所沢市は例年、市営フールに千九百万円前後の予算を組んでいる。一方、収益は三百万円

弱にすぎない。「人件費に多く割くので、毎年赤字になるのは仕方なしリと市生涯スポーツ課は

話すが、赤字幅をなるべく抑えるために各自治体:は管理業務を民間に任せている。

太陽管財に委託していたふじみ野市も「効率を考えて業務を委託している。すべて市職員で

やったら人件費は高くつく。民間活力を活用し、競争入札で安くなっていると思う」と話す D

だがふじみ野市の入札は、業者側の入札価格が市側の指標とする価格を0一年から三年連

ーロ



続で上回り不成立。契約は入札ではなく、太陽管財との交渉で成立していた。

マ維持の努力は

市側の指標価格は年々切り下げられている。 E里由として、市は財政難を挙げる。「前年の実

績などを加味して財務担当に予算を請求するが、あまり高いと返されてしまうJと市のある部署

は漏らす。

しかし「民間委託しでも市がしっかりしなければいけなしリと市幹部が認めるように、管理は難

しい状況であるほど必要性は増す。

合併前は毎日、合併後は二日に一目していたという職員の巡回に、チェック項目を定めたリス

トはなかった。予算が縮小される中で、現場の質の低下を補う努力は十分だったのだろうか。

(2006年8月9日掲載)

週~Lた安全ふじみ野プーノL葬政

外れた吸水口のふたを遊泳中の男の子から渡された監視員は最

初、ふたが何なのか分からなかった。監視員は管理棟に無線で伝

えた。「何か重要なものかもしれないので来てほしいJ

当時プールで泳いでいた所沢市の小学四年の女児(10)は、ふた

が片方外れているのを見た。約一メートルまで近づき、監視員に

「危ないので近づかないで‘」と言われて離れたが、ポンプは戸丸磁

梨香さんが吸い込まれるまで動き続けた。

マ対象外だった吸水口
ふじみ野市の西原小でブー

監視員向けに京明プランニングは独自にマニュアルを作成してい ルの排水口を点検する職

た。計八枚のマニュアルには利用客への具体的な呼びかけ方や水 員。フェンスの向こうで児童

質検査、人工呼吸による蘇生(そせい)法、などが図表を用いて記さが「入りたーいJと声を上げ

れている。
ていた=1日午後[写真=

共同]

しかし吸水口については、数多くある始業点検の項目に「出水、吸

入口の安全確認(防護設備、流入等)Jと記されているだけで監視員には吸水口の基本知識

さえ知らされていなかったようだ。

「吸水口は子どもがたまりがちだから、こまめに注意してと言われていたが、こうなったらこうし

なさい、というトラブル対処法はなかったJ。以前、監視員のアルバイトをしたことのあるふじみ

;ェ



野市の女性(21)はそう振り返る。

昨年、監視員を務めたとし巾所沢市の男子高校生は「チェック内容は不審物が落ちてないか、

指輪など危ないものを身に着けてないか、といった普通のものだったJと話すoマニュアルは配

られず、指導も特になかったとし旬。

マ人気の場所

マニュアルにはほとんど触れられてなかった吸水口だが、現場の監視員たちは個別で注意を

払っていたようだ。

昨年まで髭視員をしていた男性(21)は「吸水口は水が吸い込まれるので子どもたちが喜んで、

集まる場所。重点的に注意していたJと話した。

実際、子どもたちには人気の場所で、事故前日に遊びに来ていた入間郡三芳町の小学六年

の男児(11)はr(吸水口は〉柵があるけど吸い込まれる。それが面白くて、近くでよく遊んだ。四

隅のネジも外そうして監視員に注意されたJと打ち明けた。

気を配つてはいたが、事故が起きたときの対処法を知らなかった監視員たち。rもし自分がそ
の場にいたら、同じ結果になっていたかもしれなしリ。献花台で八月から監視員に就く予定だっ

た男子高校生(16)はつぶやいた。

(2006年8月10日掲載)

麟騨鞠輯麟鞠輔鞠翻輯覇麟輯麟醸騨轍鱒麟轍鶴麟櫨麟麟盤欝

く番外編>

戸丸瑛梨香さん(フつ)の救助活動を必死に続けた入関東

部地区消防組合消防本部の幹部らが当時の緊迫した状

j兄を語ったo

ポンプ草による排水作業から、重機でプールサイドを破

壊し、配管を切断する作業は難航し約六時間に及んだ。

「二度とこのようなことは起きてほしくないJ。幹部や隊員ら

は強く願っている。

七月三十一日午後一時五十分。「フールで女の子が吸

い込まれたJと一一九番が入った。直ちにポンプ車(消防

瑛梨香さんの救助活動を続ける消防隊

員たち。作業は難航し約6時間にも及

んだ=7月31日[写真=共同]

車)三台、救助工作車一台、救急車一台、指揮隊車一台、指令車一台、運搬車一台の計八台、

マつ
、..... 1 ......， 



総勢二十五人が現場に駆け付けた。

第一障は九分後に到着。ポンプ車で排水作業を開始した。救助隊員はプールに入り、懐中電

灯で吸水口の奥を照らしたが姿は見えない。

吸水口からは直径約三十センチの配管が約十三メートル先の起流ポンプまで、つながってい

る。先端にカメラが付いた画像検索機で、配管をたどってし、くがやはり発見できない。瑛梨香さ

んは起流ポンプの方までう荒されてしまっていた。

隊員らはプールサイドから鉄板のふたを取り、地下のポンプ室ヘ降りた。起流ポンプ近くの配

管のボルトを、スパナやエンジンカッターで一本ずつ外した。

午後五時十七分。「指先らしいものが見えます」。数センチのすき間から隊員が体の一部をと

らえた。瑛梨香さんは起流ポンプから約七十五センチ先の直角に曲がったところにいた。

すぐに助け出したいが、狭いポンプ室の中でiまなかなか作業が進まない。重機でポンプ室周

辺のコンクリートを破壊し、配管の両端を切断してクレーン車で持ち上げた。

午後六時八分。瑛梨香さんが中に入った長さ約二・五メートルの配管がプールサイドに運!ま

れた。まだ引き出せないため、足の上の管を電動ノコギリで切断。体を傷つけないようすき間に

毛布を詰め、慎重に上半分を切り、裏返しにして残り半分を切った。

午後七時四十五分。ようやく配管から瑛梨香さんの小さな体が現れ、約六時間に及ぶ作業は

終わった。

、，1'"
Jd 

(2006年8月11臼掲載)



埼玉県プール維持管理指導要綱(本件事故関連の条文抜粋)

(目的)

第一条この要綱は、プールの施設基準、維持管理基準及び水質基準を定めることにより、その

施設及び水質の維持及び管理を徹底させ、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とす

る。

(施設基準等)

第六条プールの施設基準、維持管理基準及び水質基準については、別記のとおりとする。

別記(第六条関係)

ープールの施設基準

イプールの構造設備の基準

(1 )プール本体

プール本体は、不浸透性材料を用い、給排水及び清掃が容易にでき、かつ、周囲から汚水が

流入しない構造設備とすること。また、利用者が見やすいようにプール本体の規模に応じて適

当数の水深表示を行うこと。

(2)プールサイド及び通路

プールサイドは、プール本体の大きさ、利用者数等を考慮し、十分な広さを有し、不浸透性材

料を用い、その水際の部分は、滑り止めの構造とすること。

通路は、不浸透性材料を用い、滑り止めの構造とすること。

(3)給水設備

給水管が飲料水の配管と同系統の場合は、プール氷の逆流を防止するため、吐水口空間を

設けるなどの措置を講ずること。また、常に新規補給水量及び時間当たり循環水量を把握でき

るように専用の量水器等を設けることo

(4)排水設備

排水口及び循環水の取入口には、堅固な金網や格子鉄蓋等を設けてネジ、ボルト等で固定

させるとともに、遊泳者等の吸い込みを防止するための金具等を設置すること。

なお、排水設備は、排水路を含め、周辺の生活環境に十分配慮した構造とすること。

ニプールの維持管理基準

イプール本体、附帯設備その他の設備の維持管理基準

(1 )施設の清掃

プール本体、附帯設備その他の設備は、常に清潔に、かつ、使用に適する状態に維持するこ

と。特に、プールサイド、更衣室(ロッカーを含む。)、便所その他利用者が使用する設備は、毎

日一回以上清掃するとともに随時点検を行うこと。

(2)点検整備等

一年のうち一定の期間を定めて使用するプールにおいては、使用期間の前後に十分な清掃

並びに設備の点検及び整備を行うこと。また、年間を通じて使用するプールについても日常の

清掃並びに設備の点検及び整備を行うとともに、必要に応じ水抜き清掃を行うこと。

(3)換気設備
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屋内プールにあっては、空気中の炭酸ガスの含有率が0・一%を超えないこと。また、二月以

内ごとに一回、定期的に測定を行うこと。

空気中の炭酸ガスの含有率の測定方法は、プールサイド、居室等施設内の適切な場所を選

び、床上七五cm以上ーニOcm以下の位置において検知管方式による炭酸ガス検定器又はこれ

と同等以上の性能を有する測定器を用いて行うこと。また、施設の構造及び規模に応じて測定

点を増やすこと。

なお、基準に適合しているか否かの判定は、測定日における使用開始時から中間時、中間時

から使用終了時の適切な二時点において測定しーその平均値をもって行うこと。

(4)金網等の確認

プールの排水口及び循環水の取入口の金網や格子鉄蓋等が正常な位置にあることを確認す

ること。また、触診、打診等により、金網等の欠損・変形がないこと及びそれらを固定しているネ

ジ、ボルト等の固定部品の欠落・変形がないことなどを確認し、必要に応じて交換するなどの措

置を講ずること。
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(9)使用時間終了後の点検等

プールの使用時間終了後は、直ちにプール設備及び附帯設備を点検し、異常の有無を確認

するとともに、人や動物がみだりに立ち入らないような措置を講ずること。

ハ管理責任者等

(1 )管理責任者

プールにおける安全で衛生的な維持管理及び運営を確保するため、管理責任者を置くこと。

(2)衛生管理者

プールにおける安全で衛生的な維持管理の実務を行わせるため、衛生管理者を置くこと。衛

生管理者は、プールにおける安全及び衛生についての知識及び技能を持つ者を充てること。

なお、プールの規模等の実情に応じ、管理責任者と衛生管理者は、同ーの者が兼ねることも

差し支えないこと。

(3)監視員

監視所文は監視設備により、プールの水域をもれなく監視する監視員を置くこと。

(4)救護員

(ー)救護員をプール肉、プールサイド又は周辺の適当な位置に相当数配置すること。

(ニ)救護員には、応急救護の訓練を受けた者を充てること。

なお、スイミングクラブ等においては、当該スイミングクラブ等の指導者でプール内文はプール

サイドにいる者を救護員の一部とみなして差し支えないこと。

(三)救護員は、プールの全域の安全確保に配慮すること。

(四)救護員には、監視員を充ててもよいこと。

ニ管理責任者等の遵守事項

(1 )遊泳禁止者等

遊泳を通じて人から人に感染するおそれのある感染症にかかっている者、泥酔者及び他の

利用者に迷惑を及ぼすおそれがあることが明らかである者には遊泳させないこと。

また、単独での遊泳が困難な者には付添者を求めること。

(2)掲示

守ぞと
、...'，t.;; 



利用者の注意事項、利用時間、プールの見取図等を入口その他利用者の見やすい場所に掲

示すること。

(3)利用者数

水質の維持管理等の参考とするため、利用者数を常に把握すること。

利用者数は、プールの構造設備に見合ったものとし、利用者の安全や衛生が損なわれるお

それのある場合には、利用者数の制限等必要な措置を講ずること。

(4)利用者に対する指示事項

(ー)他の利用者に危害を及ぼし、又はプールを汚染するおそれのある物をプールに持ち込ませ

ないこと。

なお、飲食物等をプールサイドに持ち込む場合には、プール及びプールサイドを汚染しないよう

にさせること。

(ニ)遊泳前にシャワー等による身体の洗浄を徹底させること。また、排便等によりプールサイドを

離れた場合も同様とすること。

(三)オーバーフロー溝を設けている場合を除いて、オーバーフロー水に唾液やたんを吐かせな

いこと。

(5)衣類等の保管

遊泳者等が衣類及び携帯物を安全かつ衛生的に保管できるように留意すること。

(6)プール等の利用の区分

複数のプールが設置されるなど多様な年齢層の利用や多様な利用形態が見込まれる場合に

は、事故防止のため、プール、プールサイド等を利用形態等に応じて、区画区分して利用させる

こと。

(7) 日誌

プール管理日誌を作成し、使用時間、気温又は室温、水温、新規補給水量、水質検査結果、

設備の点検及び整備の状況、利用者数、事故の状況等を記録すること。

(8)報告等

プール!こ起因する疾病等が発生した場合は、直ちに所轄の保健所長に報告すること。また、

事故発生時には直ちに関係機関に通報するとともに、速やかに保健所長に報告すること。

(9)貸与品等の管理

水着その他直接身体に触れる物で遊泳者に貸与するものは、あらかじめ消毒し、清潔にして

おくこと。また、不特定多数の者が使用する物についても必要な衛生的管理を行うこと。

(10)従業者の訓練等

万一の事故に備えて従業者の訓練を行うとともに、緊急時の連絡、対応等を定めた手引書を

作成しておくこと。また、連携する医療機関を定めておくこと。
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